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（１） 農地法 第３条 の３第 １項（相続等に 関する取得）の規定による届出につ
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２．議 事

（１）議案第１１号

農地法第３条の規定による許可申請に対する可否決定について

（２）議案第１２号

農地法第４条第１項の規定による許可申請について

（３）議案第１３号

農地法第５条第１項の規定による許可申請について

（４）議案第１４号
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について

（５）議案第１５号
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第６ 閉 会

６．事務局職員

局 長 浅 利 喜 一 郎 係 長 樫 尾 健

主 事 伊 藤 大 地

７．書 記

主 事 伊 藤 大 地

８．議事録署名員

７番 佐 藤 一 也 ８番 齋 藤 瑠璃子

９．会議の概要

議 長 ただ今 から平 成３０ 年第４回仙北市 農業委員会総会を開会いたします。

議 長 それで は、本 日の総 会への出席委員 は１７名。欠席委員は０名です。よ

って、本総会は定足数に達しております。

議 長 次に、 議事録 署名員 並びに会議書記 の指名をこちらからしてよろしいで

しょうか。

『異議なし』の声

議 長 それで は議事 録署名 員に７番佐藤一 也委員、８番齋藤瑠璃子委員両名を

指名します。会議書記には伊藤主事を指名します。

議 長 本日の 会議の 日程に つきましては、 お手元に配布している議事日程に従

い進行いたします。ご異議ございませんか。

『異議なし』の声

議 長 異議なしと認めます。それでは日程４、会務諸報告をお願いします。

浅利局長 《会務諸報告の朗読及び説明》（９時４分）

議 長 ありがとうございました。それでは日程５、報告に入りたいと思います。

事務局よりお願いします。

浅利局 長 報告１ 、農地 法第３ 条の３第１項の 規定による届出につきましては、平

成 ３ ０ 年 ３ 月 ８ 日 か ら 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 ５ 日 ま で ４ 件 の 届 出 を 受 理 し た の

ち通知しております。報告１は以上です。

議 長 それで は議事 に入り ます。議案第１ １号農地法第３条の規定による許可

申請についてを上程します。事務局から説明をお願い致します。

伊藤主 事 それで は議案 第１１ 号農地法第３条 の規定による許可申請について内容

の 説 明 を 致 し ま す 。 整 理 番 号 １ 番 、 農 地 の 所 在 は 田 沢 湖 〇 〇 地 区 、 登 記

簿 現 況 共 に 田 及 び 畑 、 田 〇 〇 筆 〇 〇 ㎡ 、 畑 〇 〇 筆 〇 〇 ㎡ 、 合 計 面 積 〇 〇

㎡ 、 無 償 で の 所 有 権 移 転 の 案 件 と な り ま す 。 贈 与 者 は 田 沢 湖 〇 〇 地 区 の



〇 〇 さ ん 、 受 贈 者 は 息 子 の 〇 〇 さ ん で す 。 申 請 事 由 に つ き ま し て は 、 同

一世帯内での生前一括贈与及びそれに伴う経営承継となります。

整理 番号 ２番、 農地の 所在は 、角館町 〇〇地 区、登記 簿現況 共に田 、田

〇 〇 筆 、 合 計 面 積 〇 〇 ㎡ 、 有 償 移 転 の 案 件 と な り ま す 。 譲 渡 人 は 角 館 町

〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん 、 譲 受 人 は 〇 〇 市 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん で す 。 申 請 事

由 に つ き ま し て は 相 手 方 の 要 望 と 経 営 規 模 の 拡 大 と な り ま す 。 １ ０ ア ー

ル当たり〇〇円、総額〇〇円となります。

整 理 番 号 ３ 番 、 農 地 の 所 在 は 、 田 沢 湖 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 共 に 田 、

田 〇 〇 筆 、 合 計 面 積 〇 〇 ㎡ 、 新 規 の 賃 貸 借 の 案 件 と な り ま す 。 賃 貸 人 は

田 沢 湖 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん 、 賃 借 人 は 同 じ く 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん で す 。

申 請 事 由 に つ き ま し て は 相 手 方 の 要 望 と 整 理 番 号 １ 番 に て 経 営 承 継 を 行

っ た こ と か ら 、 併 せ て 経 営 継 承 に よ る 借 り 直 し と な り ま す 。 期 間 は 〇 〇

年間、１０アール当たり米〇〇俵、年額米〇〇俵となります。

整 理 番 号 ４ 番 、 農 地 の 所 在 は 、 田 沢 湖 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 共 に 田 、

田 〇 〇 筆 、 合 計 面 積 〇 〇 ㎡ 、 新 規 の 賃 貸 借 の 案 件 と な り ま す 。 賃 貸 人 は

田 沢 湖 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん 、 賃 借 人 は 整 理 番 号 ２ 番 と 同 じ く 〇 〇 さ ん で

す 。 申 請 事 由 に つ き ま し て は 整 理 番 号 ３ 番 と 同 じ に な り ま す 。 期 間 は 〇

〇年間、１０アール当たり米〇〇俵、年額米〇〇俵となります。

整 理 番 号 ５ 番 、 農 地 の 所 在 は 、 田 沢 湖 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 田 ・ 原 野 、 田

〇 〇 筆 、 合 計 面 積 〇 〇 ㎡ 、 新 規 の 賃 貸 借 の 案 件 と な り ま す 。 賃 貸 人 は 田

沢 湖 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん 、 賃 借 人 は 田 沢 湖 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん で す 。 申

請 事 由 に つ き ま し て は 、 相 手 方 の 要 望 と 新 規 就 農 の た め と な り ま す 。 期

間は〇〇年間、１０アール当たり〇〇円、年額〇〇円となります。

整 理 番 号 ６ 番 、 農 地 の 所 在 は 角 館 町 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 共 に 田 、 田

〇 〇 筆 、 合 計 面 積 〇 〇 ㎡ 、 新 規 の 賃 貸 借 の 案 件 と な り ま す 。 賃 貸 人 は 角

館 町 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん 、 賃 借 人 は 角 館 町 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん で す 。 申

請 事 由 に つ き ま し て は 、 耕 作 者 の 変 更 及 び 相 手 方 の 要 望 と な り ま す 。 期

間は〇〇年間、１０アール当たり〇〇円、年額〇〇円となります。

整 理 番 号 ７ 番 、 農 地 の 所 在 は 西 木 町 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 共 に 田 、 田

〇 〇 筆 、 合 計 面 積 〇 〇 ㎡ 、 新 規 の 賃 貸 借 の 案 件 と な り ま す 。 賃 貸 人 は 西

木 町 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん 、 賃 借 人 は 同 じ く 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん で す 。 申

請 事 由 に つ き ま し て は 相 手 方 の 要 望 及 び 経 営 承 継 に よ る 借 り 直 し と な り

ま す 。 期 間 は 〇 〇 年 間 、 １ ０ ア ー ル 当 た り 米 〇 〇 俵 、 年 額 米 〇 〇 俵 と な

ります。

整 理 番 号 ８ 番 、 農 地 の 所 在 は 西 木 町 〇 〇 内 地 区 、 登 記 簿 現 況 共 に 田 、

田 〇 〇 筆 、 合 計 面 積 〇 〇 ㎡ 、 新 規 の 賃 貸 借 の 案 件 と な り ま す 。 賃 貸 人 は

西 木 町 〇 〇 地 区 の 相 続 人 代 表 〇 〇 さ ん 、 賃 借 人 は 同 じ く 〇 〇 地 区 の 〇 〇

さ ん で す 。 申 請 事 由 に つ き ま し て は 農 業 廃 止 と 経 営 規 模 の 拡 大 と な り ま

す 。期間 は〇〇 年間、 １０ア ール当た り〇〇円 、年額 〇〇円となります。

整 理 番 号 ９ 番 、 農 地 の 所 在 は 西 木 町 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 共 に 田 、 田

〇 〇 筆 、 合 計 面 積 〇 〇 ㎡ 、 新 規 の 賃 貸 借 の 案 件 と な り ま す 。 賃 貸 人 は 西

木 町〇〇 地区の 〇〇さ ん、賃 借人は整 理番号８ 番と同 じく〇〇さんです、

申 請 事 由 に つ き ま し て も 整 理 番 号 ８ 番 と 同 様 で す 。 期 間 は 〇 〇 年 間 、 １

０アール当たり〇〇円、年額〇〇円となります。

整 理 番 号 １ ０ 番 、 農 地 の 所 在 は 西 木 町 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 共 に 田 、

田 〇 〇 筆 、 面 積 〇 〇 ㎡ 、 新 規 の 賃 貸 借 の 案 件 と な り ま す 。 賃 貸 人 は 西 木

町 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん 、 賃 借 人 は 整 理 番 号 ８ 番 と 同 じ く 〇 〇 さ ん で す 。

申 請 事 由 に つ き ま し て も 整 理 番 号 ８ 番 と 同 様 で す 。 期 間 は 〇 〇 年 間 、 １



０アール当たり〇〇円、年額〇〇円となります。

整 理 番 号 １ １ 番 、 農 地 の 所 在 は 西 木 町 〇 〇 地 区 、 登 記 簿 現 況 共 に 田 、

田 〇 〇 筆 、 合 計 面 積 〇 〇 ㎡ 、 新 規 の 賃 貸 借 の 案 件 と な り ま す 。 賃 貸 人 は

西 木 町 〇 〇 地 区 の 〇 〇 さ ん 、 賃 借 人 は 整 理 番 号 ８ 番 と 同 じ く 〇 〇 さ ん で

す。 申請事由 につき ましても 整理番 号８番 と同様 です。 期間は〇〇年間、

１ ０ ア ー ル 当 た り 〇 〇 円 、 年 額 〇 〇 円 と な り ま す 。 説 明 は 以 上 に な り ま

す。

議 長 説明が終わりました。それでは現地確認報告をお願いします。

整 理番号 １番、３ 番、４ 番については、４番荒木田委 員から報告をお願

いします。

４番荒木田 《３条調書による現地確認報告等》

議 長 次に整理番号２番については、１番佐藤委員から報告をお願い致します。

２番佐藤 《３条調書による現地確認報告等》

議 長 次 に整理 番号５番 につい ては、１０番髙橋委員から報 告をお願い致しま

す。

10番 髙橋 《３条調書による現地確認報告等》

議 長 次に整理番号６番については、３番青柳委員から報告をお願い致します。

３番青柳 《３条調書による現地確認報告等》

議 長 次に整理番号７番については、７番佐藤委員から報告をお願い致します。

７番佐藤 《３条調書による現地確認報告等》

議 長 次 に整理 番号８番 から１ １番については、５番門脇委 員から報告をお願

い致します。

５番門脇 《３条調書による現地確認報告等》

議 長 現地確認報告等が終了致しました。ご意見質問等ございませんか。

《無しの声あり》

議 長 無いよ うです ので、 議案第１１号農 地法第３条の規定による許可申請に

対する可否決定については、許可することにご異議ございませんか。

《異議なしの声あり》

議 長 異議な しと認 めます 。議案第１１号 農地法第３条の規定による許可申請

に対する可否決定については、許可することとします。（９時２３分）

議 長 次に議 案第１ ２号農 地法第４条第１ 項の規定による許可申請についてを

上程します。説明をお願いします。

樫尾係 長 議案第 １２号 農地法 第４条第１項の 規定による許可申請についてを説明

致 します 。整理 番号１ 番、農地の所在 は、角館町〇〇地区、登記簿田・

原 野、現 況田、 田〇〇 筆、合計面積〇 〇㎡、申請者は角館町〇〇地区の〇

〇 さんで す。転 用目的 につきましては 、桜祭り期間中において周辺の駐車

場 が不足 になる ことか ら、申請地を一 時的に駐車場として利用することに

な ります 。備考 欄に記 載しております が、今回の申請は一時転用申請で許

可 日より １ヶ月 の期間 となります。ま た都市計画区域内農地となります。

説明は以上になります。

議 長 事務局より説明が終わりました。次に現地確認報告をお願いします。

６番小玉 《現地確認報告》

議 長 現地確認報告が終わりました。ご意見質問等ございませんか。

《無しの声あり》

議 長 無いよ うです ので、 議案第１２号農 地法第４条第１項の規定による許可

申請について許可することにご異議ございませんか。

《異議なしの声あり》

議 長 異議な しと認 めます 。議案第１２号 農地法第４条第１項の規定による許



可申請については許可することとします。（９時２８分）

議 長 次 に議案 第１３号 農地法 第５条第１項の規定による許 可申請についてを

上程します。説明をお願いします。

樫尾 係長 議 案第１ ３号農地 法第５ 条第１項の規定による許可申 請について内容の

説明 を致し ます。整 理番号 １番、農地の所在は角館町〇 〇地区、登記簿現

況共 に田、 田〇〇筆 、合計 面積〇〇㎡、譲渡人は角館町 〇〇地区の〇〇さ

ん、 譲受人 は〇〇市 〇〇の 〇〇さんです。転用目的につ きましては、事業

拡大 による 駐車場拡 張です 。転用理由につきましては、 父親が経営する自

動車 修理販 売店の敷 地が手 狭であることから、社員駐車 場及び販売車両置

き場 として 、申請地 の造成 を行うとのことです。備考欄 に記載しておりま

すが、申請地は都市計画区域内農地となっております。

次 に整理 番号２番 、農地 の所在は田沢湖〇〇地区、登 記簿現況共に畑、

畑〇 〇筆、 面積〇〇 ㎡、譲 渡人は田沢湖〇〇地区の〇〇 さん、譲受人は同

じく 〇〇地 区の〇〇 さんで す。転用目的につきましては 、一般個人住宅建

築、 転用理 由につき まして は、申請者は隣接の所有者宅 で同居をしており

ます が、今 後を考慮 し、申 請地に一般個人住宅を建築す るとのことです。

備考 欄に記 載してお ります が、申請地については、仙北 農業振興地域整備

計画書からの除外済となっております。説明は以上です。

議 長 説 明が終 わりまし た。そ れでは現地確認報告をお願い します。整理番号

１番につきましては、１番佐藤孝典委員からお願いします。

１番佐藤 《整理番号１番についての現地確認報告》

議 長 あ りがと うござい ます。 次に整理番号２番については 、２番佐藤和委員

からお願いします。

２番佐藤 《整理番号２番についての現地確認報告》

議 長 現地確認報告が終わりました。ご意見質問等ございませんか。

《無しの声あり》

議 長 無いよ うです ので、 議案第１３号農 地法第５条第１項の規定による許可

申請について許可相当と決定することにご異議ございませんか。

《異議なしの声あり》

議 長 異議な しと認 めます 。議案第１３号 農地法第５条第１項の規定による許

可 申 請 に つ い て は 、 許 可 相 当 と す る こ と に 決 定 致 し ま す 。（ ９ 時 ３ ７ 分 ）

議 長 次に議 案第１ ４号農 業経営基盤許可 促進法に基づく農用地利用集積計画

に 対する 意見決 定につ いて、整理番号 ２番を上程しますが利害関係者の退

室を求めます。

《１３番大石委員退室》（９時３８分）

議 長 それで は整理 番号２ 番につきまして 、事務局より説明をお願いします。

伊藤主 事 整理番 号２番 につい て説明致します 、農地の所在は田沢湖〇〇地区、登

記 簿現況 共に田 、田〇 〇筆、合計面積 〇〇㎡、譲渡人は、田沢湖〇〇地区

の 共有者 持ち分 〇〇分 の〇〇 〇〇さ ん、〇〇県〇〇市の共有者〇〇分の

〇 〇 〇 〇さん 。譲受 人は田沢湖〇〇 地区の〇〇さんとなります。有償所

有 権移転 の案件 となり ます。利用目的 は田、１０アール当たり〇〇円、総

額〇〇円、自己資金による売買となります。説明は以上になります。

議 長 説明が 終わり ました 。整理番号２番 につきまして現地確認報告をお願い

します。

15番 眞 崎 《整理番号２番についての現地確認報告》

議 長 現地確 認報告 が終わ りました。整理 番号２番につきましてご意見ご質問

等ございませんか。

《無しの声あり》



議 長 無 いよう ですので 、議案 第１４号農業経営基盤強化促 進法に基づく農

地利 用集積 計画の承 認につ いて、整理番号２番について は、異議なしと認

め、これを策定することにご異議ございませんか。

《異議なしの声あり》

議 長 異 議なし と認めま す。議 案第１４号農業経営基盤強化 促進法に基づく農

地利 用集積 計画の承 認につ いて、整理番号２番について は、適正と判断す

るこ ととし 、答申す ること とします。１３番大石委員の 入室を認めます。

《１３番大石委員入室》（９時４０分）

議 長 次 に議案 第１４号 整理番 号２番を除き、一括上程しま す。事務局より説

明をお願いします。

伊藤 主事 議 案第１ ４号農業 経営基 盤強化促進法に基づく農用地 利用集積計画に対

する意見決定について、２番を除き内容の説明を致します。整理番号１番、

農地 の所在 は田沢湖 〇〇地 区、登記簿現況共に田、田〇 〇筆、合計面積〇

〇㎡、譲渡人は、田沢湖〇〇地区の共有者持ち分〇〇分の〇〇 〇〇さん、

〇〇 県〇〇 市の共有 者〇〇 分の〇〇 〇〇さん。譲受人 は田沢湖〇〇地区

の〇〇さんとなります。有償所有権移転の案件となります。利用目的は田、

１０ アール あたり〇 〇円、 総額〇〇円、自己資金による 売買となります。

整理 番号 ３番、 農地の 所在は 西木町〇 〇地区 、登記簿 現況共 に田、 田〇

〇 筆、面積 〇〇㎡ 、譲渡 人は西 木町〇〇 地区の 〇〇さん 、譲受 人は西 木町

〇 〇地区の 〇〇さ ん。有 償所有 権移転の 案件と なります 。利用 目的は 田、

１ ０アール 当たり 〇〇円 、総額 〇〇円、 自己資 金による 売買と なりま す。

整理番号４番以降は賃貸借等の案件となります。

整理 番号 ４番、 農地の 所在は 田沢湖〇 〇地区 、登記簿 現況共 に田、 田〇

〇 筆、面積 〇〇㎡ 、賃貸 人は田 沢湖〇〇 地区の 〇〇さん 、賃借 人は角 館町

〇〇地 区の〇 〇さん です。新 規の賃 貸借案 件とな ります 。利用目 的は畑、

期間は〇〇年間、１０アール当たり〇〇円、年額〇〇円となります。

整 理番 号５ 番、農 地の所在 は田沢 湖〇〇 地区、 登記簿 現況共に 田、田〇

〇筆、 合計面 積〇〇 ㎡、賃貸 人は田 沢湖〇 〇地区 の〇〇 さん、賃 借人は同

じく〇 〇地区 の〇〇 さんです 。新規 の賃貸 借案件 となり ます。利 用目的は

田、期 間は〇 〇年、 １０アー ル当た り米〇 〇俵、 年額〇 〇俵とな ります。

整 理番 号６ 番、農 地の所在 は角館 町〇〇 地区、 登記簿 現況共に 田、田〇

〇筆、 合計面 積〇〇 ㎡、賃貸 人は角 館町〇 〇地区 の〇〇 さん、賃 借人は角

館町〇 〇地区 の〇〇 さんです 。賃期 の賃貸 借の案 件とな ります。 利用目的

は田、期間は〇〇年間、１０アール当たり〇〇円、年額〇〇円となります。

整 理番 号７ 番から １０番に つきま しては 再設定 の案件 となりま す。また

整理番 号１１ 番から ３５番ま でにつ きまし ては、 農地中 間管理事 業による

転貸案 件で、 先月の 農用地利 用調整 会議で 審議頂 きまし た内容と なります

ので、説明は割愛させて頂きます。内容の説明については以上です。

議 長 説明が 終わり ました 。それでは現地 確認報告をお願いします。整理番号

１番、４番、５番につきましては１５番眞崎委員よりお願いします。

15番 眞 崎 《整理番号１番、４番、５番について現地確認報告等》

議 長 次に整理番号３番につきましては、８番齋藤委員よりお願いします。

９番齋藤 《整理番号３番について現地確認報告等》

議 長 次に整理番号６番につきましては、６番小玉委員よりお願いします。

６番小玉 《整理番号６番について現地確認報告等》

議 長 現地確認報告が終わりました。ご意見質問等ございませんか。

《無しの声あり》

議 長 無いよ うです ので、 議案第１４号整 理番号２番を除き、策定することに



ご異議ございませんか。

《異議なしの声あり》

議 長 異 議なし と認めま す。議 案第１４号農業経営基盤強化 促進法に基づく農

地利 用集積 計画の承 認につ いては整理番号２番を除き、 適正と判断するこ

ととし、答申することとします。（９時４９分）

議 長 次 に議案 第１５号 農地法 第５条許可における農地転用 事業計画変更承認

申請についてを上程します。事務局より説明をお願いします。

樫尾 係長 そ れでは 、議案第 １５号 農地法第５条許可における農 地転用事業計画変

更承認申請について、内容を説明致します。

農 地の所 在につい ては、 西木町〇〇地区、登記簿田、 田〇〇筆、合計面

積 〇 〇 ㎡ と な っ て お り ま す 。 こ ち ら に つ き ま し て は 、 平 成 １ ２ 年 １ ０ 月

１ ３ 日 付 け で 、 当 時 の 西 木 村 が 買 収 を 行 い 、 企 業 誘 致 の た め の 工 場 敷 地

と し て 、 農 地 法 第 ５ 条 許 可 を 受 け て い る 農 地 で あ り ま す 。 し か し 、 皆 様

が ご 存 知 の と お り 許 可 後 、 企 業 誘 致 が で き な く な り 、 そ の ま ま の 状 態 で

現 在 の 仙 北 市 に 引 き 継 が れ て お り ま す 。 今 回 の 申 請 に つ き ま し て は 、 当

時 工 場 敷 地 と し て 許 可 さ れ た 農 地 の 利 用 目 的 の 変 更 と な り ま す 。 今 後 、

こ の農地 〇〇㎡につきま しては、仙北市総合給食センタ ー敷地が〇〇㎡、

複 合 型 の 社 会 福 祉 施 設 敷 地 と し て 〇 〇 ㎡ と し て 利 用 目 的 が 変 更 と な り ま

す。説明は以上です。

議 長 説明が終わりました。現地確認報告を私のほうから致します。

17番 藤 村 《農 地法第 ５条におけ る農地転用事業計画変更承認申 請についての現地

確認報告》

議 長 以 上が現 地確認報 告とな ります。議案第１５号につき ましてご意見質問

等ございませんか。

13番 大 石 給食セン ター、 社会福祉施設は問題 ないと思われますが、残地として残

る部分につきまして、今後の計画などはあるのでしょうか。

樫尾係 長 残地部 分の約 〇〇㎡ につきましては 、現在のところ利用計画は提出され

て お り ま せ ん 。 但 し 今 後 の 仙 北 市 の 計 画 で 出 て く る 可 能 性 が あ る と 思 わ

れますし、今後担当部局で考慮していくとのことです。

議 長 暫時休憩とします。（９時５７分）

議 長 休憩以前に遡り、議事を再開します。（９時５９分）

議 長 他にご意見質問等ございませんか。

《無しの声あり》

議 長 無いよ うです ので、 議案第１５号農 地法第５条許可における農地転用事

業 計画変 更承認 申請に ついて、この内 容を認めることにご異議ございませ

んか。

《異議なしの声あり》

議 長 議案第 １５号 農地法 第５条許可にお ける農地転用事業計画変更承認申請

については、申請のとおり認めることとします。（１０時００分）

議 長 予定されていた議案が終了しました。次に、協議・連絡事項に入ります。

事務局よりお願いします。

浅利局長 協議案件につきましては、ございません。

連絡事項

《平成３０年度県選出国会議員要請集会における要請事項の検討》

《秋田県農業共済組合からの要請書について》



《１・２・３運動のアンケート発送・回収についてお願い》

今後の日程

４ 月 ２ ５ 日 （ 水 ） 農 用 地 利 用 調 整 会 議 （ 西 木 総 合 開 発 セ ン タ ー 「 農 林

研修室」午前９時～）

５ 月 １ １ 日 （ 金 ） 第 ５ 回 農 業 委 員 会 総 会 （ 西 木 総 合 開 発 セ ン タ ー 「 集

会室」）

５ 月 ２ ５ 日 （ 金 ） 農 用 地 利 用 調 整 会 議 （ 西 木 総 合 開 発 セ ン タ ー 「 農 林

研修室」）

議 長 協議・連絡事項やその他について、ご意見ご質問等ございませんか。

暫時休憩とします。（１０時４分）

休憩以前に遡り、協議・連絡事項を再開します。（１０時３５分）

他にご意見質問等ございませんか。

『無し』の声あり

（閉 会）

議 長 以 上をも ちまして 平成３ ０年４回仙北市農業委員会総 会を閉会いたしま

す。お疲れ様でした。（１０時３７分）

上記のとおり会議の顛末を記載し、相違ないことを認め署名する。

平成３０年４月６日

議 長

署 名 員 ７番

署 名 員 ８番


